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令 和 ７ 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 書

（ 第 １ 次 ）

大 阪 府 泉 南 郡 岬 町



令和７年度大阪府泉南郡岬町一般会計補正予算（第１次）

令和７年度大阪府泉南郡岬町一般会計補正予算（第１次）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １ 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９，０８２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，７９９，０８２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年５月８日提出

 大阪府泉南郡岬町長 田 代   堯  
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令和７年度岬町一般会計補正予算（第１次） 

 

 

 補 足 説 明 資 料 

  



１．ガバメントクラウド使用料【事業費 ３５，４１９千円】

 ガバメントクラウドとは

デジタル庁がクラウド上で標準準拠システムを利用できるよう地方公共団体に

対し提供するクラウドサービス

 ガバメントクラウド使用料とは

地方公共団体がデジタル庁に対して支払うガバメントクラウド利用の対価

 補正予算計上概要

令和７年度において、ガバメントクラウド上に標準準拠システムを構築する期

間中のガバメントクラウド使用料を計上するものです。

２．デジタル基盤改革支援補助金（住民情報システム分）【３５，４１９千円】

 デジタル基盤改革支援補助金とは

地方公共団体が令和７年度までにガバメントクラウド等のクラウド・コンピュ

ーティング・サービスを活用して提供される標準準拠システムへ移行する場合に、

地方公共団体情報システム機構が補助するもの

 補助率

１０／１０
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３．今回補正予算を計上した理由

移行作業を行うためのガバメントクラウド使用料は、当初補助対象となっていなか

ったが、自治体からの要望により国において検討が行われ、３月２８日に補助対象に

含める交付決定を受けました。

それを受けて、６月補正予算で費用計上を予定していましたが、作業業者との協議

の結果、７年度末の期限までに移行を完了させるための時間を確保するため、補正予

算の計上を前倒しさせていただいたものです。

●歳入予算 予算書７、８ページ

予算科目

（款）２２ 諸収入

（項）３ 雑入

（目）１ 雑入

（節）１ 雑入

（細節） デジタル基盤改革支援補助金（住民情報システム分）

【予算額】 35,419 千円 
【補助率】 10/10 
【充当先】 自治体情報システム標準化事業

●歳出予算 予算書９、１０ページ

予算科目

（款）２ 総務費

（項）１ 総務管理費

（目）７ 企画費

【事業名】 自治体情報システム標準化事業

【予算額】 35,419 千円 
・使用料及び賃借料（ガバメントクラウド使用料）35,419 千円

【財 源】 デジタル基盤改革支援補助金（住民情報システム分）
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